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本稿は、公共事業の効率化と景観行政推進の調整に重きを置き作成した柳川市公共事業景観ガイドライ

ンに関する報告である。柳川市は、景観に配慮する際の拠りどころとなる判断基準がなく、公共事業にお

ける景観検討は業務遂行の妨げとなっていた。当ガイドラインはこうした実態をふまえ、現時点での良好

な景観を邪魔しないような景観検討のための判断基準を整理したものであり、「職員参加型による検討プ

ロセス」、「運用しやすいガイドライン内容の検討」、「柳川市特有の課題である水路への対応」の3点

に特徴がある。 
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１．はじめに 

 

予算や時間の制約の中、多くの基礎自治体職員にとっ

て、公共事業における景観への配慮が難しいことは、想

像に難くない。福岡県柳川市役所にも、そうした悩みを

抱える技術職員が多数存在していた。市全域に張り巡ら

された掘割や城下町を巡る川下り舟が印象的な柳川は、

水郷として一般に知られている。このような柳川らしい

風景を守り、将来に引き継がなければならない、との思

いは市民・行政ともに強い。市技術職員の多くは、行政

は市民の規範となる公共事業を行わなければならない、

と景観保全に対する意識が高い。一方で大小様々な事業

を多数実施する必要があり、公共事業の効率化は、市技

術職員にとって業務上の大きな課題となっている。景観

行政を推進しなければならないという高い意識と、円滑

に公共事業を進めなければならないという葛藤を、多く

の技術職員が抱えていることは、後に示すアンケート結

果からも明白である。本稿はこうした状況の調整に向け、

筆者らが携わった柳川市公共事業景観ガイドライン(以

下、ガイドライン)の作成について報告するものである。 

筆者らは、柳川市まちづくり課(景観を分掌)とともに

事務局として、ガイドラインの作成を行った。平成 24

年度の景観計画策定および柳川市景観条例制定・施行後、

市内で公共事業を行う際は、それぞれの現場において景

観に配慮した対応が個別に行われていた。各課とも景観

への配慮に試行錯誤していたものの、それらの課からま

ちづくり課に対し、具体的にどうすれば良いかわからな

い、担当者により判断基準が異なるのは問題である、と

いった問い合わせが多かったのも事実である。こうした

状況を鑑み、下記 3点に留意しガイドラインを作成した。 

・ 職員参加型による検討プロセス 

・ 運用しやすいガイドライン内容の検討 

・ 柳川市特有の課題である水路への対応 

本稿ではまず、ガイドライン作成の前提となる、柳川

市における景観行政の概要(2章)と技術職員の景観に対

する意識(3章)を示す。これをふまえて、職員参加型に

より作成した当ガイドライン全般を4章、柳川市特有の

課題である水路への対応を5章に報告する。 

 

 

２．柳川市における景観行政 

 

 本章では柳川市の概要と、景観計画・景観条例が制定

されるまでの取り組み経緯を示す。さらに景観計画の概

要(基本理念、方針、景観計画区域)を記す。 

(1) 柳川市の概要と景観に関する取り組みの経緯 

 柳川市は福岡県南部、筑後地方に位置する人口約

68,000人の地方都市である。福岡市から西鉄大牟田線で

約45分という立地環境は、福岡都市圏の通勤圏や日帰り

観光圏となっている。網の目のように巡る大小の掘割は、



 

総延長が約930キロメートルにも及び、独特な水郷風景

を形成している。城下町を巡る川下りは、市の代表的な

観光資源である。 

 柳川市の景観に関する取り組みは、昭和46年の柳川市

伝統美観条例の制定から始まる。こののち、一時ドブ川

と化した掘割の埋め立て暗渠計画に端を発し、行政と市

民が一丸となり掘割再生の取り組みが行われた。その後、

通称「水の憲法」と呼ばれる柳川市掘割を守り育てる条

例が平成11年に制定される。平成16年にはマンション立

地対策を主眼とした柳川市建築指導条例が制定された。

翌平成17年には全国都市再生モデル調査として、「歴史

的地区文化的掘割（クリーク）景観を活かした賑わい交

流のまちづくり計画」が作成されている。こうした経緯

を経て、市は柳川市景観計画と柳川市景観条例を制定し、

平成24年10月1日から施行している。 

(2) 柳川市景観計画について 

柳川市景観計画は、「『ゆつら～っと』柳川時間の流

れる風景づくり」を基本理念とし、以下の４つの方針を

示している。 

方針1 地域の魅力を再認識し、景観の骨格である自然

景観を「守り」ます。 

方針2 柳川らしい調和のとれた景観を「整え」ます。 

方針3 水郷柳川の魅力を「生かし」ます。 

方針4 市民・事業者・行政が一体となって景観形成活

動を「育み」ます。 

市全域を景観計画区域とし、まちの原型である旧城下

町の風景と玄関口である西鉄柳川駅周辺の風景を「中心

市街地エリア」、主に自然に陸化した農村風景を「田園

エリア」、大規模な干拓事業として広がった風景を「有

明海・干拓地エリア」の3つに分類して景観形成を図っ

ている(図-1)。さらに「中心市街地エリア」を景観重要

地区と定め、城堀周辺地区、旧城下町地区、西鉄柳川市

駅周辺地区、の3地区に分けている。 

 

 

３．技術職員の景観に対する意識 

 

ガイドライン作成にあたって、公共事業における景観

検討の実態を把握するため、まず「景観と公共事業に関

するアンケート」を実施した。アンケートは平成 25 年

9 月 10 日～9 月 20 日の期間に配布・回収、柳川市技術

職員全員、柳川みやま土木組合、花宗太田土木組合の計

78名に配布、53名から回答を得た。設問は全 11問で、

景観を学んだ経験の有無や景観への配慮に対する認識や

悩み、柳川市景観計画や条例の認知度について質問した。

本章ではアンケートから得た結果のうち、ガイドライン

作成時に特に参考とした、(1)景観への配慮に対する意

識、(2)景観に関する業務上の問題点、について示す。 

(1) 景観への配慮に対する意識 

 公共事業における景観への配慮の必要性について、必

要であるとの回答は96%(51人)であり、景観への配慮に

対する意識は非常に高い(図-2)。配慮が必要な理由とし

ては、周辺との調和を保つため・地域の特徴を活かすた

めとの回答が多かった。具体的には観光地形成や歴史性

への配慮、自然環境への配慮といったキーワードが挙げ

られた。また公共事業を通じて市民への規範を示すため

との回答も多く見受けられた。 

 続いて景観への配慮とは具体的に何をすることと考え

るかとの問いに対し、最も多かったのは、周辺や歴史等

との調和を図る、との回答であった。さらに「人の心を

いやす事」など、具体的な方策としてイメージしづらい

傾向も見て取れた。具体的な方策として多かったのは、

石材・木材など自然に近い材料を選定することや、周辺

環境に応じた構造・工法を検討すること、色彩やデザイ

ン、工作物の色や建築物の外観への配慮が挙げられた。 

 さらに景観に配慮した公共事業を行うことの影響につ

いて尋ねたところ、b.自然風景や田園風景との調和が保

たれる(32人)、d.市民の美化意識が高まる(27人)、e.魅

力的な観光地や商店街の形成につながる(29人)、との回

答がいずれも半数を超えた(図-3)。一方、f.その他とし

て挙げられた意見には、市民の要望を一手に引き受けな

ければならない、事業費が増加する、といった事業者の

負担がかさむとの印象が見て取れた。 

以上のとおり、景観への配慮が必要との認識は、既に

多くの技術職員らに浸透していることがうかがえた。ま

 

 

図-1 柳川市景観計画のエリア設定 

（柳川市景観計画より抜粋） 



 

た景観に配慮した公共事業を行うことにより、風景の保

全のみでなく、市民意識の高まりや観光地・商店街など

地域の活性化など、波及効果を期待していることが見て

取れた。しかし理念的、概念的には理解しているものの、

景観への配慮とは具体的に何をどうすれば良いのかわか

らない、というのが実情である。これらの結果を見ると、

技術職員らが公共事業において景観への配慮に少なから

ず苦心していることが容易に想像できる。次節では景観

への取組みについて業務の実態に関する結果を抜粋して

示す。 

(2) 景観に関する業務上の問題点 

 現在の所属部署における景観に関係ある仕事に関する

問いには、ほぼすべての技術職員らが何らかの業務を挙

げた。特に柳川市の特徴である水路課の業務は護岸整備

が主であり、柳川市役所が事業主体となって整備する場

合、あるいはその他の主体(県、土木組合、個人、等)が

事業主体となって整備する場合の対応が挙げられた。 

さらに業務上、景観に関して困っていることや悩んで

いることとして、最も多かった回答は、b.「景観に配

慮」の基準がわからない(27人)、次いでc.予算の確保が

難しい(17人)であった(図-4)。またe.その他として「各

課・担当者判断で、市の方針が定まっていない」など、

庁内統一の判断基準に対する要望が多かった。また財政

措置や市民に対する事業費負担に関する悩みも挙がった。 

 業務を遂行する上で、景観は避けて通れない課題と認

識しつつ、実際にどんな判断をすればよいかわからない、

それをどう予算化すれば良いかわからない、という切実

な悩みが見て取れた。 

 アンケートにより、「景観に配慮」を判断するために

示す必要のある基準は、A.景観に配慮すべき事業かどう

か、B.具体的に何をすれば景観に配慮したことになるの

か、の2点であることが分かった。そこでガイドライン

は、この2つの判断基準を明確にすることを目標とした。

次章ではガイドラインの要点やガイドライン作成の過程

を示す。 

 

 

４．柳川市公共事業景観ガイドラインの作成 

 

 ガイドラインは、公共事業において景観に配慮する際

の判断基準を明示することが目標であった。一方、アン

ケート調査では、技術職員らの大半が柳川市景観計画及

び景観条例の名前は知っているにも関わらず、その内容

はほとんど知らない実情も明らかとなった。筆者ら事務

局はこの状況を鑑み、ガイドラインは作成するだけでな

く、それを関係者に広める必要があること、さらに担当

職員がガイドラインを運用することができる(使いこな

す)ことが重要であると考えた。そこでガイドラインは

関係職員参加型の勉強会を行いながら、段階的に作成を

進めることとした。 

(1) 意識調査をふまえたガイドライン作成プロセス 

柳川市技術職員全員、柳川みやま土木組合、花宗太田

土木組合、南筑後県土整備事務所を対象として、柳川市

公共事業景観ガイドラインに関する勉強会を計3回、実

施した。庁内勉強会は各回とも2回(第3回のみ1回)ずつ

実施し、柳川市内で公共事業に関わる公的機関の関係者

全員が出来る限り参加できるよう配慮した。 

 第１回勉強会（平成25年10月25日実施、約60名参加）

はアンケート結果の報告を行うとともに、景観の基本的

な考え方や景観に配慮した公共事業の事例について話題

提供を行い、景観に対する意識の共有に努めた。勉強会

に参加した職員の感想カードには、景観に関するイメー

ジが変わった、固定観念を改めたい、といった前向きな

ものが多く見られた。一方、理解は出来るが業務量を考

慮すると、すべての業務について景観検討を行うのは非

Q5. 公共事業に景観への配慮が必要であると考えますか。はいと答え

た方は、その理由もお答え下さい。 

 
図-2 公共事業における景観への配慮の必要性 

 

Q7. 景観に配慮した公共事業を行うと、どのような影響があると 

考えますか。（N=53、複数選択可） 
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図-3 景観に配慮した公共事業の影響 

 

 

Q9. 景観に配慮した公共事業を行うと、どのような影響があると 

考えますか。（N=53、複数選択可） 
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図-4 景観に関する業務上の悩み 

 



 

現実的である、という葛藤も見受けられた。 

 第２回勉強会（平成25年11月26日実施、約40名参加）

では、アンケートにて各課から上がった景観に関係ある

仕事について、事業の内容、対象エリアなどにより、景

観検討の要否を振り分けた。なお水路についてはより詳

細な検討を要したため、補足調査・追加検討および関係

課による協議・調整(水路に関する関係課協議)を行った。 

計２回の勉強会と水路に関する関係課協議の内容を整

理し、事務局においてガイドライン素案を作成、第３回

勉強会（平成26年3月10日、約20名参加）にて提示し、

内容の過不足ついて意見交換を行った。この際に上がっ

た意見は、「道路付属物は色名のみでなくマンセル値を

示してほしい」、「水路に関する事業として記載されて

いる水管橋・添架配管の整備を上下水道に関する事業と

して明記してほしい」、「アドバイザー制度の積極的な

活用を促す記述を追加した方が良い」、というガイドラ

イン案に対する前向きな内容であった。このことから、

ガイドライン案の検討過程は、公共事業における景観検

討への抵抗感の緩和にもつながったと期待できる。 

 以上のとおり、勉強会全3回と水路に関する関係課協

議を実施し、最終的に事務局にてガイドライン(案)を取

りまとめた。勉強会の際には参加者自身が悩んでいる現

場の写真を持参して事務局と相談するなど、当ガイドラ

イン作成プロセスには、景観担当課と他の事業課との距

離が縮まるという副次的な効果の兆しも見て取れた。 

(2) ガイドライン案の要点 

 ガイドライン案は、「1 章.特に景観への配慮が必要

な公共事業の設定」と「2 章.景観への配慮事項の設

定」の 2部構成となっている(図-5)。 

「1 章.特に景観への配慮が必要な公共事業の設定」

では、基本的な考え方と、景観検討が必要な事業の絞り

込みを示し、A.景観に配慮すべき事業かどうかという悩

みに答えている。なおガイドラインには事業のみでなく、

事業主体(担当課)を明記している。 

「2 章.景観への配慮事項の設定」では、道路・河

川・上下水道・水路に関する事業について、Ⅱ.担当課

直轄型で行う場合の配慮事項や色彩基準を中心に明示し、

B.具体的に何をすれば景観に配慮したことになるのかと

の疑問に答えている。また各事業について他に参照すべ

き指針等があれば、その旨を記載している。 

 当ガイドライン案の特徴は以下の 3点である。 

① 特に景観への配慮が必要な公共事業かどうか、絞

り込みの考え方を丁寧に説明した。 

② 景観形成における事業の役割と実施主体に応じて、

Ⅰ.協議・調整型、Ⅱ.担当課直轄型、Ⅲ.個別プロジ

ェクト型、という検討体制を明示した(図-6)。 

③ 景観重要地区の中でも多くの人の目に触れる箇所

を「景観保全ルート」に設定し、景観への配慮の

濃淡を明示した(図-7)。 

これらは技術職員らの参加型プロセスにより、円滑な業

務遂行の妨げとなっている点を紐解いて導いた判断基準

である。この判断基準の整理について、次節で詳述する。 

(3)職員参加型での判断基準の整理 

 景観への配慮を判断するための基準は、技術職員の業

務状況を以下の4段階で仕分けることにより整理した。 

ⅰ．特に景観への配慮が必要な事業かどうか。 

アンケートで挙がった各課の景観に関係ある事業(道
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図-5 柳川市公共事業景観ガイドラインの目次 

 
 

図-7 中心市街地エリアにおける「景観保全ルート」 

の設定 

Ⅱ．担当課直轄型

• 色や工法等のガイドラインが指定されて
いれば、各担当で対応できる場合。

Ⅰ．協議・調整型

• 民間、花宗太田土木組合・柳川みやま
土木組合、県、国などの事業主体・担当
課や庁内関係課との協議・調整の中で、
景観検討を伴う必要がある場合。

• 景観アドバイザー等、専門家のアドバイ
スが必要な場合。

「風景の中で
背景をつくる事業； 地」

Ⅰ-①
景観アドバイザーを
含む協議

Ⅰ-②
事業主体・担当課・
まちづくり課で協議

「地域の顔を

つくる事業； 図」

Ⅲ．個別プロジェクト型

• 個別にプロジェクトチームを編成して検
討する場合。

公共事業

ガイドラインの
2章にて指定

 
 

図-6 景観形成における公共事業の役割と検討体制 



 

路・河川・海岸・上下水道・水路・建築・駅周辺整備に

関する事業、その他)について、事業の内容に基づき、

特に景観への配慮が必要な事業かどうか、勉強会にて精

査した。景観検討の余地がないもの、景観計画に従えば

検討可能なもの、などはガイドラインの対象から外した。

この精査により、30種類以上あった事業のうち、特に景

観が必要な事業は、道路・河川・上下水道・水路・駅周

辺に関する事業約20種類に整理できた。そこでこの約20

種類を対象としてガイドラインを作成することとした。 

ⅱ．景観形成における公共事業の役割の仕分け 

約20種類の対象事業に対し、各事業の景観形成におけ

る役割に着目し、「風景の中で背景をつくる事業：地」

と「地域の顔をつくる事業：図」の2つに仕分けた。

「地域の顔を作る」ものは個別にプロジェクトチームを

編成して検討するⅢ．個別プロジェクト型に相当するた

め、担当職員が独自に、専門的知識を要する景観検討を

行う必要はない。現在、駅周辺整備に関する事業(西鉄

柳川駅周辺の整備)がこれに相当する。 

ⅲ．事業における景観検討の体制による仕分け 

「風景の中で背景をつくる事業：地」は、Ⅰ．協議・

調整型とⅡ．担当課直轄型がある。専門家のアドバイス

や、事業主体や庁内関係課との協議・調整の中で景観検

討を伴う場合は、Ⅰ．協議・調整型に相当するため、担

当職員が独自に、専門的知識を要する景観検討を行う必

要はない。色や工法等が指定されていれば、各担当で対

応できるものは、Ⅱ．担当課直轄型として、ガイドライ

ンに沿った景観検討を行えばよい。 

ⅳ．事業実施場所による仕分け 

(景観重要公共施設の場合) 

 事業主体や管理者とまちづくり課が協議・調整を行っ

た上で景観検討を行う(Ⅰ．協議・調整型)。ただし、景

観重要道路の道路附属物の色彩については、当ガイドラ

インの2章に従う(Ⅱ．担当課直轄型)。また景観重要河

川は、河川整備基本方針ならびに河川整備計画に基づき、

整備を行うとともに、景観検討に際しては、国等が発行

しているガイドラインや技術指針を参照する。 

(景観保全ルートの場合) 

城堀沿いや川下りコース、散策コースなど多くの人の

目に触れる箇所であり、高い目標のもとで重点的に景観

形成を図る必要がある。特に上下水道・水路に関する事

業の景観保全ルートにおける検討は、事業主体や管理者

とまちづくり課が協議・調整を行った上で景観検討を行

う(Ⅰ．協議・調整型)。 

(景観保全ルート外の場合) 

工法や色彩について、当ガイドラインの2章に従う(Ⅱ．

担当課直轄型)。 

 ここに紹介したような職員参加型でのガイドライン作

成プロセスによって、柳川市において景観行政を推進し

つつ公共事業の効率化を図るには、不要な景観検討事項

をあらかじめ排する必要があることが分かった。このよ

うに職員の業務状況に寄り添った形でガイドラインを作

成することで、職員自身のが運用しやすい内容のガイド

ラインが実現したといえる。 

 柳川市内の公共事業における景観検討で最も頭を悩ま

せていたのは、水路に関する事業である。市内では毎年

度、相当数の公共事業が実施されている。「景観保全ル

ート」は、水路に関する事業が、ほとんど人目に触れる

ことがなく景観検討を要しない場合が多数ある実態を踏

まえて設定した。これにより、水路に関する事業におい

て、担当課が景観検討に要する労力は大幅に減じること

が予想できる。 

 このように、景観行政の推進には地域特有の課題や、

円滑な業務の妨げとなっている景観検討の実態把握、そ

れを解消するための状況整理が重要といえる。次章では、

柳川市の特徴であり、今回のガイドライン作成に際して

重点的に検討を行った水路に関して述べる。 

 

 

５．水路に関する重点的な検討 

 

 本章では筆者らが行った地域特有の課題への対応とし

て、水路に関する検討について紹介する。柳川市では昭

和46年の柳川市伝統美観保存条例以来、城堀水路を守っ

てきた経緯があり、公民共に、水路景観の保全に対する

コンセンサスはある。一方で毎年、規模も内容も異なる

さまざまな公共事業が必要となる水路に対し、各案件に

ついて景観検討の要否や、適切な整備・補修方法につい

て熟慮する、他の担当者が行う現場との整合性を図る、

といった検討は、現実的に困難といえる。そこで勉強会

や水路に関する関係課協議での聞き取り調査や、水路沿

いの景観踏査を行い実態把握した上で、水路護岸の形式

および附属物の色彩について、ガイドラインを作成した。 

(1) 水路に関する実務上の課題と問題点 

 市全域の水路に関する公共工事の概況は、以下の通り

である。 

・ 事業内容は、崩壊した(崩壊しそうな)水路の補修、

水路の流水確保、水路の水質改善、水路沿いでの農

作業や維持管理作業の際の安全対策、に係るものが

多い。 

・ 事業のタイプは大きく分けて、Ⅰ.護岸の整備・補

修、Ⅱ.浚渫である。このうちⅠ.護岸の整備・補修

については、特に景観への配慮が必要な案件である。 

 これより、景観検討を要する事業は、水路の護岸形式

に絞り込むことができる。 



 

さらに柳川市景観計画に示された景観形成方針や景観

形成基準を参照すると、特に景観への配慮が必要な箇所

は、中心市街地エリアに限られる。そこで中心市街地エ

リアについて、水路沿いの景観について踏査を行い、下

記 3点の現状を把握した。 

・ 水路護岸の形式は、石積み、木柵、素掘り、コンク

リート柵渠、コンクリートブロック積み、現場打ち

コンクリート、蛇かご工、擬石・化粧型枠、が存在

している。 

・ 城堀周辺地区の水路の様相は、川下りコース・水辺

の散歩道は観光客や散策する人の目につく「オモ

テ」、それ以外は農地や住宅が背を向けている「ウ

ラ」となっている。 

・ 旧城下町地区の掘割は建物の間や裏側に張り巡らさ

れている。道路から目の届く範囲の水路では、水路

護岸よりも排水パイプ等の附属物の露出が目立つ。 

 以上をふまえ、水路に関する事業について、ガイドラ

インでは水路護岸及び水路附属物に関する景観への配慮

事項を示すこととした。 

(2) 水路の景観検討に関する考え方とガイドライン案 

 前章に示した通り水路に関する公共事業は、事業実施

場所に応じて景観検討を要する事業数を大幅に減じるこ

とができた。さらに景観検討を要する事業は、水路護岸、

水路附属物ともに、「景観保全ルート」についてはⅠ．

協議・調整型であり、担当職員が独自に、専門的知識を

要する景観検討を行う必要はない。 

 これに加え、聞き取り調査や景観踏査などの実態調査、

勉強会時に持ち込まれた事業個所の写真によって、水路

護岸の形式選択に困っている状況が見て取れた。そこで、

中心市街地エリアに実際に存在する護岸形式について、

望ましい形式の優先順位を定めた(図-8)。水路護岸の整

備を行う際には、事業実施場所に応じて、現状維持以上

の形式をとるようガイドラインに示した。なお水路護岸

の優先順位については、市役所の方針として擬石・化粧

型枠を推奨してきた流れを勘案し、比較的上位に位置付

けている。 

 以上、柳川市特有の課題である水路への対応について

は事業実施場所に加え、水路護岸の形式の優先順位と、

形式選択の考え方を示した。これにより、①事業の実施

場所における景観検討の要否、②護岸は現状を基準とし

て望ましい形式、という対象事業の絞り込みと、具体的

な景観配慮方策を判断するための基準が明確になった。 

 

 

６．おわりに 

  

柳川市公共事業景観ガイドラインは、公共事業の効率

化と景観行政推進の両立に重点を置き、考え方を関係者

で共有することに努め、作成した。その特徴は、以下の

3点である。 

① 職員参加型による判断基準の統一；景観に配慮す

る際の考え方を共有するため、ガイドライン作成

のプロセスを重視した。 

② 使いやすいガイドラインの作成；事業の規模や予

算額ではなく、事業実施場所に応じて景観への配

慮の濃淡をつけた。該当事業や担当課を明示した。 

③ 地域特有の課題(水路)への対応；特に景観への配慮

が必要な「景観保全ルート」を設定した。水路護

岸形式は優先順位を明示した。 

 これらの判断基準は、現時点での良好な景観を邪魔

しない、現状維持のための判断基準である。今日、景

観検討の必要性は広く認識されるようになった。また

景観に関するガイドラインは既に、国や県、その他公

的機関がそれぞれ、道路・河川・港湾などあらゆる分

野において整備している。これらのガイドラインには、

良好な景観形成に向け取り組むべき理想的な景観検討

策は示されているものの、景観検討における選択と集

中の視点はほとんど見られない。柳川市公共事業景観

ガイドラインは、職員参加型のプロセスで作成するこ

とにより、公共事業の効率化と景観行政の調整に配慮

した、極めて現実的なガイドラインである。ただし多

くの基礎自治体職員が抱える「景観への配慮」の悩み

に明快に応えた点は、意義深いと考えている。 
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 形 式 イメージ写真 解  説 

 1.石積み 

 

 

旧城下町では、近世に形成された掘割の大部分が昔の名残をとどめ、

石積み護岸が多い。そこで中心市街地エリア(城堀周辺地区、旧城下町

地区)の掘割はこれを踏襲し、石積み護岸が最も望ましい護岸形式とい

える。 

2.木柵 

 

 

周囲が木柵護岸の場合、護岸形式の連続性を考慮して木柵護岸が望ま

しい。また、中心市街地エリアにおいて水路の背後が農地の場合、現

状は素掘り水路である場合の土留めには木柵護岸を用い、従来の景観

や生態系への影響を最小限にとどめることが望ましい。 

3.素掘り 

 

景観や生態系を保全するといった観点から望ましい。ただし、法面崩

壊や、水路際での農作業や水路維持管理作業、水路沿いの通行の際に

危険を感じる地域住民も多い点を考慮すると、望ましい護岸形状とは

言い難い。 

 4.環境配慮型 

ブロック 

 

 

生態系保全の観点から利用が望ましい形式である。ブロックの形状に

よっては周囲の景観との差異が生じる恐れがあるため、使用場所の特

性との整合性を入念に検討する必要がある。 

5.擬石、化粧型枠 

 

 

構造上の問題など、石積みを用いることが出来ない場合の代替案とし

て用いる。ただし製品によっては、人工的で違和感を与えるものもあ

るため、選定には十分な検討が必要である。 

 6.コンクリート柵 

 

現在、市内の多くの水路で用いられている形式である。周囲の護岸形

式との連続性を考慮した場合の適用が望ましい。また景観の観点で

は、コンクリート板柵部の後退により、護岸の表面積が抑えられる。

このため圧迫感が軽減され、コンクリート構造の中では比較的望まし

い形式といえる。 

7.コンクリート 

ブロック積み 

 

汎用品である間知ブロックを用いた護岸など、市内の多くの水路で用

いられている形式である。経済性、施工性、構造安定性などの面から

やむを得ずコンクリートブロック積みを適用する場合には、端部や天

端、隅角部といった特殊箇所の処理において、景観への配慮が必要で

ある。 

8.蛇かご工 

 

 

田園エリアや有明海・干拓地エリアにおいては、生態系保全等の観点

から適用の可能性がある。一方、中心市街地エリアでは、植生や水生

生物の育成が見込めない。そのため景観の観点では、蛇かごが雑然と

した印象を与えるとともに、周囲の護岸形式との違和感が生じるた

め、望ましくない形式である。 

望
ま
し
い 

望
ま
し
く
な
い  

 

図-8 望ましい水路護岸形式の設定 
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